
基監発第 0616001号

平成 18年 6月 16日

都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

労働時間管理の適正化の推進状況の把握について

労働時間管理の適正化については､監督行政の重点課題の一つとして､平成

13年4月6目付け基発第 339号 ｢労働時間の適正な把握のために使用者が講ず

べき措置に関する基準について｣､平成 15年 5月 23日付け基発第 0523003号

｢賃金不払残業総合対策要綱について｣等により推進しているところであるD

ついては､これまでの労働時間管理の適正化の推進状況を把握することとし

たので､下記により報告されたい｡

記

1 報告期日

平成 18年 7月 31日 (月)

2 報告様式

別添 ｢賃金不払残業に係る遡及是正の状況｣ (様式 1及び様式 2)による

こと (FAX可)0

3 報告の対象事案

定期監督及び申告処理 (申告監督を行ったかどうかを問わない.o)におい

て､割増賃金の不払 (管理監督者の範囲の不適切な運用の事案を含み､必要

な算定基礎手当の不算入等不適切な労働時間管理に起因しない割増賃金不払

事案及び経営不振等で賃金不払が発生したため割増賃金も支払われていない

事案を除く｡)に係る指導の結果､合計 100万円以上の割増賃金の遡及払い

がなされた事案で､平成 17年4月から平成 18年 3月までの間に完結したも

の｡






